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健康福祉部所管の各計画の策定等について

課室名 健康づくり推進課

計 画 名 第２期秋田県アルコール健康障害対策推進計画

計画期間：令和５年度～８年度（４年間）

根拠法令：アルコール健康障害対策基本法

アルコール健康障害対策基本法に基づき、第１期秋田県アルコール健康障害対策推

策 定 の 進計画（令和元年度～４年度）における現状と課題を踏まえ、アルコール健康障害対

趣 旨 策を総合的、かつ計画的に推進するため、本計画を策定する。

【基本理念】

基本理念 ・アルコール健康障害の発生、進行及び再発の各段階に応じた防止対策を適切に実施

計 ・ 方 針 ・アルコール健康障害を有し、または有していた者とその家族が日常及び社会生活を

円滑に営むことができるよう支援

・アルコール健康障害に関連して生じる飲酒運転、暴力、虐待、自殺等の問題の根本

画 的な解決に資するため、これらの問題に関連する施策との有機的な連携を図る

の ○発生予防

・飲酒のリスクに関する正しい知識の普及

概 主な施策 ・不適切な飲酒の誘引の防止

の構成案 ○進行予防

要 ・特定健康診査及び特定保健指導等

・相談・支援体制の充実

・アルコール健康障害に係る医療の充実と医療連携の推進

・飲酒運転をした者等に対する対策

○再発予防

・アルコール依存症に対する正しい知識の普及

・社会復帰の支援

○人材育成

・発生予防に関わる人材の育成

・早期介入、再発予防に関わる人材の育成

国の「第２期アルコール健康障害対策推進基本計画（令和３年度～７年度）」の考

策定のポイント え方や留意点、本県の実情を踏まえて策定する。

令和４年 ７月 ・第１回秋田県アルコール健康障害対策推進委員会

策 定 11月 ・第２回秋田県アルコール健康障害対策推進委員会

スケジュール 12月 ・県議会福祉環境委員会への説明（素案）

・パブリックコメントの実施

令和５年 １月 ・第３回秋田県アルコール健康障害対策推進委員会

２月 ・県議会福祉環境委員会への説明（計画案）

３月 ・計画策定
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健康福祉部所管の各計画の策定等について

課室名 保健・疾病対策課

計 画 名 第３期秋田県肝炎対策推進計画

計画期間：令和５年度～９年度（５年間）

根拠法令：肝炎対策基本法

肝炎患者を早期に発見し、患者が安心して治療が受けられる社会を構築するため、

策 定 の 第２期秋田県肝炎対策推進計画（計画期間：平成30年度～令和４年度）における現状

趣 旨 と課題を踏まえ、同計画を改定する。

ウイルス性肝炎は適切な治療を行わないまま放置すると慢性化し、肝硬変や肝がん

基本理念 に進行するおそれがあることから、ウイルス性肝炎の患者から肝硬変又は肝がんへの

・ 方 針 移行者を減少させることを目標とする。

計

○肝炎の予防

画 ・母子保健指導を通じての啓発（Ｂ型肝炎ワクチンの定期接種）

主な記載

の 事 項 ○肝炎ウイルス検査の受検勧奨及び陽性者フォローアップ推進

・肝炎ウイルス検査等体制の整備

概 ・肝炎ウイルス検査陽性者に対するフォローアップ

要 ○肝炎医療の適切な推進

・肝炎患者の適切な受診・受療のための体制強化

○患者への支援

・肝炎治療に対する医療費の助成

○肝炎に関する正しい知識の普及啓発及び肝炎患者等の人権尊重

・肝炎医療コーディネーターの養成・活動強化

・肝炎患者等に関する相談支援

・日本肝炎デー（７月28日）等に合わせて効果的な啓発活動

改定された「肝炎対策の推進に関する基本的な指針」の内容、第２期秋田県肝炎対

策定のポイント 策推進計画における取組の成果や課題を踏まえた改定を行う。

令和４年 11月 ・肝疾患対策部会の開催

検 討 事 項 12月 ・県議会福祉環境委員会への説明（素案）

・ 令和５年 １月 ・パブリックコメントの実施

スケジュール ２月 ・肝疾患対策部会の開催

・県議会福祉環境委員会への説明（計画案）

３月 ・計画策定
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健康福祉部所管の各計画の策定等について

課室名 保健・疾病対策課

計 画 名 第２期秋田県自殺対策計画

計画期間：令和５年度～９年度（５年間）

根拠法令：自殺対策基本法

本県の自殺死亡率は、近年減少傾向が続いているが、依然として全国平均を上回っ

策 定 の ており、新たな相談体制の整備や世代ごとの課題に対応した取組が求められているこ

趣 旨 とから、第１期計画の評価を行い、今後目指していく方向性を定めた地域自殺対策計

画を策定する。

○「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」を目指す。

基本理念 自殺は誰にでも起こりうることを県民の共通理解とし、民・学・官と報道機関が一

・ 方 針 丸となって、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現に向けた活動を展開する。

計

○秋田県における自殺の特徴

画 ・全国との比較や過去との比較等

主な記載 ・県民の意識調査

の 事 項

○これまでの取組と評価

概 ・第１期の計画の取組と評価

要 ○自殺対策における取組

＜基本施策＞

地域におけるネットワークの強化

児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育

住民への啓発と周知 等

＜重点施策＞

こども・若者対策

高齢者対策

健康問題対策

自殺未遂者支援 等

今年度見直し予定の国の「自殺総合対策大綱」を踏まえることや、秋田大学自殺予

策定のポイント 防総合研究センターが実施する秋田県民を対象にした自殺対策に関する意識調査

（５，０００人抽出）の分析結果を反映させる計画とする。

令和４年９月 ・第１回秋田県自殺対策計画策定委員会

検 討 事 項 11月 ・第２回秋田県自殺対策計画策定委員会

・ 12月 ・県議会福祉環境委員会への説明（素案）

スケジュール 令和５年１月 ・パブリックコメントの実施

２月 ・第３回秋田県自殺対策計画策定委員会

・県議会福祉環境委員会への説明（計画案）

３月 ・計画策定
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